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世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
鴛
替
本
位
に
就
い
て

第
四
披

五
六

第
三
十
九
谷

'fi. 

酒好

~ 

世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
銭
替

本
位
ド
ト
就
い
て

松

孝

児

同

序

言

金
銭
替
本
位
は
、
そ
の
成
立
の
品
目
回
初
よ
り
、
資
本
主
義
制
経
済
組
織
の
殺
展
に
伴
ひ
、
必
然
的
に
そ
の
様
式
の

殺
展
を
途
げ
ゴ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
の
花
見
は
既
に
之
営
述
べ

h
。
私
は
今
や
史
に
轄
じ
て
か

く
の
ご
と
き
金
銭
替
本
位
の
う
ち
、
世
界
大
戦
前
に
於
い
て
最
も
人
ム
干
の
闘
心
を
惹
き
、
人
口
に
謄
炎
せ
る
も
の
ー

L
」
し
て
英
領
印
度
の
そ
れ
を
取
り
上
げ
、
先
づ
努
頭
に
、
そ
が
世
界
大
戦
前
に
於
い
て
何
が
故
に
特
に
著
聞
せ
る

か
を
一
言
週
一
ペ
る
。

周
知
の
ご
と
〈
金
魚
替
本
位
の
成
立
は
、
資
本
主
義
の
夜
展
に
件
ふ
貨
僻
本
位
の
後
展
過
程
に
於
い
て
、
金
本

位
の
確
立
に
劃
し
て
銀
本
位
従
つ
て
は
複
本
位
の
浸
落
を
京
都
し
、
そ
の
開
銀
本
位
固
に
銀
の
下
落
を
生
ぜ
し
め
た

1) 拙稿 : 金魚替本位様式の管民lこ就いて〔経罪事論i告、第39傘、第3披)参照。



結
果
撞
一
段
し
来
れ
る
も
の
で
ゐ
る
。
更
に
詳
言
す
れ
ば
、
十
八
世
紀
の
中
葉
を
界
と
し
て
著
し
〈
勃
興
し
来
っ
た

金
本
位
の
隆
盛
は
、
之
と
謝
立
的
と
な
ら
、
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
銀
本
位
及
び
金
銀
複
本
位
の
凋
落
を
将
来
い
、
そ

は
市
場
に
於
け
る
金
有
高
の
増
加
に
卦
し
、
銀
有
官
同
の
超
比
例
的
激
増
を
京
市
し
、

こ
こ
に
金
本
位
に
あ
ら

F
る
園

の
経
済
的
打
撃
、
従
つ
て
は
寂
喋
と
な
り
、
之
が
打
開
策
と
し
て
、
複
本
位
園
は
謂
は
ゆ
る
肢
行
複
本
位
を
、
銀

本
位
聞
は
金
魚
替
本
杭
を
採
用
し
て
、
此
等
の
聞
に
於
け
る
魚
替
を
安
定
し
、
更
に
こ
の
翁
替
の
安
定
を
通
じ
て

そ
の
掛
内
貨
幣
償
値
の
安
定
を
意
闘
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
基
〈
。
之
に
よ
っ
て
第
一
に
は
、
こ
れ
ま
で
金
銀
な

る
ニ
積
金
属
の
自
由
鋳
止
唱
を
認
め
針
外
的
支
排
に
は
此
等
二
種
金
属
を
無
差
別
に
受
領
し
得
る
と
い
ふ
が
ご
と
き

聞
は
存
在
を
失
ひ
、
蹴
行
的
な
る
形
容
詞
含
附
し
以
っ
て
名
義
上
は
複
本
位
営
袈
へ
る
ち
賃
際
上
は
会
〈
金
本
位

白
川
園
-
立
、
す
j
内

;
I
R
・
:
在
日

r
i
〉
川
リ
ト

'
u
:
4
1
F述
人
l
u

z

l

I

3

F

I

l

l

生
d
h
J
J
J
、
ギ
ヨ
タ
自

l
t
A』

f
主
l
1
0
f的

J
Z
忍
ぞ
不
3
る
r
ト
豆

つ
に
金
魚
替
本
位
闘
習
と
が
、
新
貨
幣
本
位
の
形
式
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
れ
…
。

d

j

齢

に
ご
附
る
陪
と

此
等
の
閥
係
に
於
い
て
成
立
せ
る
金
品
川
替
本
位
中
、
事
賃
上
最
も
大
な
る
関
心
を
惹
い
た
の
は
英
領
印
度
の
そ

れ
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
と
同
じ
考
方
に
よ
る
貨
幣
本
位
の
成
立
は
、
己
に
一
六
八
五
年
例
領
カ
ナ
ダ
に
行
は
れ
た

L
」
い
は
れ
、
或
は
又
一
八
六
四
年
に
は
蘭
領
東
印
度
に
於
い
て
も
採
用
さ
れ
た
と
い
ふ
。
併
し
此
等
の
事
情
に
も

拘
ら
4
7
、
英
領
印
皮
に
於
げ
る
金
魚
替
本
位
は
、
何
日
か
故
に
特
に
著
聞
し
た
の
で
あ
る
か
。

凡
そ
貨
幣
本
位
は
、

ヨ
オ
ロ
ヴ
バ
に
於
い
て
は
十
九
世
紀
の
営
初
か
ら
、

イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
金
本
位
ー
と
、

ア

プ

ン
ス
を
中
心
と
せ
る
欧
米
大
陸
に
於
け
る
複
本
位
と
が
、
常
に
針
立
的
な
存
在
を
示
し
て
来
七
。
営
時
複
本
位
闘

世
芥
大
戦
前
じ
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
舟
替
木
位
に
就
い
て

第
二
一
十
九
巻

E. 

第
四
披

五
七

厳密に謂へは'下落はまづ金草木位|謝と銀草木位固との問におこった、委し f
tま Nogaro， H.; L'experience bU!l丘I:alll泊tcdu XIX 垣間deet la theorieピeuerale
de la monnaie (Revηe d'economie -::οlitique， 1908， pp. 647-648)参照。
向此の外に匁杏動揺のはげしかった紙幣園も之が安定を金匁脊本位に求め
るに至ったこ土全一言附付加へる必要がゐ品。其の訊:明は$1)の機曾にゆづる。
Suuerca邑eal1X，じ.: Le l)apier-monnaj[~) 1920， pp. 38 --39 

3) 
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世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
属
片
替
木
位
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

究
一
四

第
凹
披

五
ノ、

に
於
け
る
金
銀
の
比
債
は
、
金
一
に
封
し
銀
一
五
・
五
で
あ
り
ゴ
」
の
比
僚
は
十
九
世
紀
の
第
三
四
半
期
に
到
ろ
ま

で
、
謂
は
ゆ
る
金
銀
の
補
償
作
用
に
よ
っ
て
維
持
方
れ
、
か
し
ろ
複
本
位
が
卓
越
し
て
ゐ
た
が
、
ぞ
の
後
に
於
け

る
諸
般
の
粧
持
事
情
は
迭
に
銀
の
下
落
を
生
-
ぜ

Y
あ
を
得
、
古
る
に
支
っ
た

l
i
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
別
の
機
合

に
詳
越
す
る
。
ご
と
仁
於
い
て
一
方
北
米
人
口
衆
聞
に
於
い
て
は
、

一
八
七
八
年
に
。
ブ
ラ
ン
ド
催
例
彦
、

一
八
九

O

年
に
は
シ
ャ
ア
マ
ン
懐
例
を
規
定
し
て
銀
掛
策
を
講
じ
た
が
、

之
に
調
し
、

他
方
ヨ
オ
ロ
て
川
大
陸
に
於
い
て
も
、

ア
ラ

Y

ス
合
中
心
'
t
ザ
そ
プ
プ
ン
貨
幣
同
組
成
立
し
、

"
L
F
H
医

F

ノ
・
長

tι
一氏

ρ

ト
-
「
-
こ
o

，
丸
『
法
制
時
l
〆

羽

岬

建

7
4
d
t
f

体
作
1

J

‘
1

、jJ
t、、巳'

止
lυ
、
|
、
日
一

F
I
r
-
t
f
f
r化

の
メ
叫
ノ
合
同
議
及
び
一
八
八
一
年
の
ペ

y
y
ン
合
議
の
失
敗
、
特
に
一
八
九
三
年
の
プ
ラ
ッ
セ

Y
合
議
の
無
期
延
期

の
決
議
の
ご
と
き
は
、
要
す
る
い
此
等
銀
卦
策
が
何
れ
も
辿
ら
、
ざ
る
を
得
な
か
っ
h
j

』
不
成
功
?
語
る
以
外
の
何
も

の
で
も
な
か
っ
た
。

然
る
に
此
の
秋
に
め
に
つ
て
、
英
領
印
度
は
謂
は
ゆ
る
金
魚
替
本
位
を
採
用
し
、
之
に
よ
っ
て
危
機
に
瀕
せ
る

銀
本
位
園
を
救
ひ
、
そ
の
計
量
の
控
目
な
る
に
も
増
し
て
、
そ
の
成
功
の
極
め
て
華
や
か
な
る
も
の
め
る
を
示
し

亡
。
こ
こ
に
英
領
印
度
の
金
銭
替
本
位
が
、
之
と
前
後
せ
る
他
の
多
〈
の
同
型
銀
針
策
?
と
特
に
比
較
さ
れ
て
殊
に

そ
の
存
在
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
特
殊
の
原
因
が
あ
る
。

然
ら
ば
此
等
雨
者
中
、
特
に
英
領
印
度
の
存
在
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
車
に
そ
の
結
果
の
成
功
不
成
功
か

ら
の
み
見
て
論
議
さ
れ
る
，
の
で
め
る
か
。
成
功
不
成
功
以
外
に
注
目
さ
る
べ
き
特
性
が
な
い
の
か
。
私
は
此
鮪
に

闘
し
て
特
段
な
る
注
意
を
抽
ふ
必
要
の
存
在
を
信
十
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
ぞ
れ
ま
で
欧
米
諸
聞
に
於
い
て
論

関領東印度貨幣制度の鐙認と J尽の坑潟、 pp.5--13・様演正金銀行調査課



議
さ
れ
た
銀
卦
策
な
る
も
の
は
、
結
局
一
の
銀
債
格
の
引
上
政
策
却
ち
銀
の
復
債
政
策
で
あ
つ
に
。
然
る
に
之

ι

劃
し
、
英
領
印
度
の
銀
針
策
は
、
一
に
矯
替
の
安
定
を
企
回
せ
る
政
争
で
あ
ふ
。
即
ち
欧
米
に
於
い
て
は
針
策
が

銀
の
在
使
政
策
と
し
て
稽
へ
ら
れ
失
敗
し
た
る
に
卦
し
、
英
筒
印
度
に
於
い
て
は
そ
が
魚
替
の
安
定
政
策
と
し
て

帯
へ
ら
れ
成
功
し
た
と
見
る
、
こ
こ
に
雨
者
の
銀
針
策
の
根
本
的
立
場
に
於
げ
る
重
勅
が
あ
る
の
即
ち
私
が
特
に

英
領
印
皮
の
金
魚
替
本
位
の
存
在
理
由
を
強
調
せ
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

か
く
て
問
題
と
な
る
の
は
、
英
領
印
度
は
如
何
に
し

J

て
こ
の
金
魚
替
本
位
の
採
用
に
成
功
一
す
芯
に
去
っ
た
か
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

私
は
克
に
こ
の
知
念
迅
ぺ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、出川叶

JJ1lo，
n
'
3
3

、

t
i
l
-
f
l
 

英
知
印
皮
に
於
M
U

る
金
品
替
本
位
に
は
、

猷
に
こ
れ
よ
り
前
に
同

E
E
:
:
〉

4

0

ーし

U
叫

~
j
u
T
p
u
ノ
a
h
d
p
M
!
と
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[
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J
z
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4
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1
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一
の
傾
向
、
類
似
の
型
式
に
よ
る
貨
幣
本
位
が
存
在
し
て
ゐ
た
。
従
っ
て
英
領
印
度
の
金
魚
替
本
位
を
取
扱
ふ
に

先
立
ち
、
ま
づ
此
等
光
在
せ
る
貨
幣
本
位
は
如
何
な
る
'
も
の
で
あ
っ
た
か
を
そ
の
要
領
に
於
い
て
吟
味
す
る
こ
と

は
、
必
や
し
も
無
益
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
克
に
英
領
印
皮
金
魚
替
本
位
へ
の
理
解
を
一
一
層
深
め
る
機
縁
と
-B

な
る
と
信
や
る
。
ぞ
れ
ゆ
ゑ
私
は
以
下
項
を
夏
め
て
先
づ
こ
の
鮪
に
論
及
し
、
然
る
後
英
領
印
度
余
斜
替
本
位
の

成
立
に
つ
い
て
述
べ
る
で
あ
ら
う
。

一ー
英
領
印
度
の
金
属
醤
本
位
擁
用
前
に
於
け
る
同
型

本
位
に
つ
い
て

英
領
印
度
の
金
魚
替
本
位
が
、
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
営
時
に
於
け
る
そ
の
存
在
を
頴
著
な
ら
し
め
た

世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
魚
脊
本
位
に
就
い
て

第
三
十
九
谷

第
四
披

ヨZ
九

元
一
五

Icard; Cn nouveau regime monetaire， le GtコIdExchange Standard. p. 2I 6) 



世
田
介
大
戦
前
に
於
り
る
英
領
印
度
の
金
魚
替
木
位
に
就
い
て

第
三
十
丸
谷

五
一
六

第
四
時
酌

ム

O 

か
の
理
由
に
つ
い
て
は
己
に
の
ぺ
た
。
し
か
し
そ
の
銀
針
策
の
立
場
が
、
欧
米
諸
岡
の
そ
れ
と
具
れ
る
鈷
の
特
色

に
於
い
て
、
そ
の
有
つ
意
義
金
明
瞭
に
し
て
ゐ
る
と
は
い
ふ
け
れ
ど
も
、
な
ほ
他
方
に
於
い
て
、
こ
の
金
品
川
蒋
本

位
と
同
型
又
は
類
似
の
貨
幣
本
位
が
蛍
時
又
は
共
の
以
前
か
ら
存
在
し
た
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
の
寡
聞
な
以
つ
で
す
れ
ば
、
こ
の
黙
に
閲
し
て
ま
づ
第
一
に
堪
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、

ノ、

J¥ 
3i 

年
備
餌
カ
ナ
ダ
に
於
い
て
行
は
れ
た
例
で
あ
る
。
営
時
仰
館
カ
ナ
ダ
に
於
い
て
は
金
銀
の
柏
駅
乏
に
よ
ち
紙
幣
が
後

一I
Z
-
-
c
b
こ
0

4
ペ
l
i

』

r
也
、
み
阿
川

W
E
V
3
1

0) 

占を
;初

l土
t~~~ 

!r卒
、r
J 〉

九

ら

í~l 、
ぞ
の
一
方
に
余
相
伝
記
λ
し
だ
も
の
で
め
っ
た
が
、
そ
の
後

偽
造
を
防

σた
め
、
組
替
の
署
名
を
も
示
す
に
至
っ
た
。
此
間
カ
ナ
ダ
植
民
地
政
府
は
、
こ
の
紙
幣
に
劃
し
て
は

フ
ラ
ン
只
向
免
替
手
形
を
以
っ
て
先
換
し
て
ゐ
に
。
金
銀
の
蝕
乏
が
針
外
支
排
に
於
い
て
、
専
ら
魚
替
手
形
を
用

び
さ
せ
て
ゐ
た
こ
と
、
恰
も
今
日
行
は
れ
て
ゐ
る
先
換
金
庫
制
度
に
類
似
し
て
ゐ
た
。
こ
の
制
度
は
、
其
後
紙
幣

接
行
の
統
制
が
失
は
れ
、
紙
幣
の
下
落
が
魚
替
の
下
落
を
将
来
す
る
に
至
る
ま
で
能
積
さ
れ
に
。
こ
れ
宜
に
圏
内

党
換
及
び
卦
外
文
排
手
段
た
る
金
銀
の
棋
之
を
魚
替
手
形
に
よ
っ
て
ー
ー
ー
そ
の
魚
替
手
形
は
母
園
y
-
フ
ン
λ

に
於

い
て
は
金
銀
に
替
へ
ら
れ
る

i
l解
決
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
後
年
に
於
け
る
英
領
印
度
の
金
魚
替
準
備
の
溺
芽

形
態
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

真
に
ま
た
こ
の
金
魚
替
本
位
は
、
一
七
六
三
年
に
は
ス
コ
ッ
ト
フ
シ
ド
に
、

に
も
行
は
れ
て
ゐ
七
と
い
は
れ
る
が
、
極
東
に
於
い
て
特
に
注
目
さ
れ
る
も
の
に
は
一
八
四
六
年
に
於
け
る
蘭
館

東
印
度
銀
魚
替
本
位
の
例
が
あ
る
コ
以
下
克
に
之
に
一
瞥
を
加
へ
る
で
あ
ら
う
。

一
八

O
四
年
に
は
ア
イ

Y
ラ
ン
ド

Subercaseaux， G.: op. cit. pn. 38-39・
金原賢之助・金党替木位制度(金融犬僻典、 pp.475) 
]<:n1.::5， J. W.: Report on the certain economlc qnestion in the English and 
Dutch coloni出 inthe Orient. 1902. 横潰正金銀行調査課」ゴj古書。
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蘭
領
東
印
度
に
貨
幣
本
位
が
探
用
さ
れ
た
の
は
相
嘗
古
〈
、
己
に
一
六
三

O
年
l
四
O
年
時
代
に
は
オ
ラ
ン
ダ

銅
貨
が
多
〈
流
通
し
て
ゐ
た
。
こ
の
地
は
一
七
九
九
年
オ
ラ
ン
ダ
東
印
度
合
祉
が
崩
壊
す
る
に
及
び
オ
フ
ン
ダ
園

の
所
属
と
な
っ
た
が
、
共
後
ヨ
オ
ロ
ッ
バ
に
於
け
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
勃
興
は
、

一
時
オ
一
フ

ν
ダ
よ
り
濁
立
し

て
バ
タ
ヴ
イ
ヤ
共
和
聞
と
し
て
存
在
す
る
に
至
っ
て
ゐ
に
こ
の
領
土
を
、
真
に
そ
の
治
下
に
併
呑
し
再
び
オ
ラ
ン

ダ
圃
領
と
す
る
に
至
っ
た
。
山
田
回
時
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
英
悌
戦
辱
は
植
民
地
に
も
影
響
伝
及
ぼ
し
、
極
東
に
於

け
る
雨
岡
の
紛
争
は
一
時
之
を
ぱ
イ
ギ

y
ス
を
し
て
占
領
せ
し
め
る
に
至
ら
し
め
た
が
、
共
後
謂
は
ゆ
る
ロ
ン
ド

γ

協
約
に
よ
り
一
件
ぴ
オ
ク
ン
グ
杭
民
地
と
な
る
に
至
っ
た
。

此
の
聞
に
於
い
で
蘭
慨
東
印
度
に
は
、

』

r
L

、zI
J
1
H
H
戸

ι

、

古
4

ノ
布
山
口
h
E

，L
D

3~= 
万ji

1:1 

卒、

イ
ギ
ソ
ス
本
閥
、

オ
一
プ
ン
ダ
本
聞
の
貨
幣
が
雑
然
1
ι
し

τ流
通
し
、
枕
中
間
筒
東
印
度
命
円
枇
時
代

の
銅
貨
最
も
多
〈
、
之
に
次
ぐ
も
の
は
日
本
ナ
マ
コ
型
銅
塊
で
あ
っ
た
り
そ
の
後
貿
易
闘
係
よ
ち
次
第
に
金
銀
貨

の
流
入
を
見
る
に
至
っ
た
が
、
上
越
せ
る
東
印
度
令
祉
の
銅
貨
と
の
聞
に
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
が
行
は
れ
、
会
銀

貨
は
常
に
銅
貨
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
て
ゐ
た
。
こ
こ
に
於
い
て
蘭
領
東
印
度
営
局
は
銅
貨
の
凶
牧
を
計
査
し
、
J 
v 

ャ
ワ
銀
行
を
し
て
銅
貨
の
強
制
的
回
牧
を
行
は
し
め
、

之
に
劃
し
銅
貨
謹
島
知
を
夜
行
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
方

に
於
い
て
ジ
ャ
ワ
銀
行
の
金
銀
準
備
を
激
減
せ
し
め
る
に
至
っ
た
の
で
、

之
が
針
策
と
し
て
一
八
四
六
年
謂
は
ゆ

る
銀
貨
偉
詮
券

(
N
F
o
?
河
内
円
巾
勺
一
羽
回
目
白
)
を
後
行
し
、
こ
の
銀
貨
仮
謹
券
に
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
・
ギ

Y
タ
銀
貨
に
卦
す

る
党
換
を
保
謹
す
る
と
共
に
、
そ
の
銀
と
の
同
一
比
率
に
於
け
る
流
通
を
認
め
た
。

か
〈
て
ジ
ャ
ワ
銀
行
の
銅
貨

誼
券
其
他
の
A
m
換
は
専
ら
こ
の
銀
貨
位
置
券
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
に
至
り
、
蘭
領
東
印
度
に
一
種
の
銀
魚
替
本
位

世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
魚
替
木
位
に
就
い
一

第
三
十
九
巻

五
一
七

第
四
務

ム

ノ、



世
田
介
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
魚
替
本
位
に
就
い
で

第
三
十
九
谷

~ 
r、

互王

j¥ 

第
凶
就

が
成
立
す
る
に
至
っ
た
。

し
か
の
み
な
ら
や
、
最
初
は
銀
貨
偲
誼
券
を
以
っ
て
し
で
は
単
に
オ
ラ
ン
ダ
・
ギ
Y
タ
銀
貨
に
劃
す
る
党
換
が

保
註
さ
れ
る
の
み
哨
し
何
等
手
踊
上
の
規
定
が
な
か
っ
た
の
が
、
共
後
規
定
に
よ
る
潟
替
手
形
を
オ
ラ
ン
ダ
政
府
に

劃
し
て
振
出
す
と
き
は
、
之
仁
卦
し
オ
-
ア
ン
ダ
政
府
」
h
J
オ
ラ
ン
ダ
銀
貨
じ
よ
る
支
掛
を
受
〈
る
こ
と
を
得
芯
規

定
が
設
け
ら
れ
る
に
歪
h
J
、
誌
に
銀
貨
偲
誼
歩
が
才
一
ア
ン
グ
の
銀
本
位
L
」
結
合
し
、

ラ

-
L
一H

M
h

司

F1
「、
nμHι

二、.、、

b
r
〈
可
証
同
品
川
甘
凡
ド
冒
h
b
r
ト
方

L

r流
通
ザ
る
銅
貨
及
び
制
貨
誠
一
字
の
問
牧
は
、
保
貨
問
問
誼
然
の
殺
行
、
見
に
銀
貸
仰
認
が
の
オ
一
ツ
ン
タ
本
間
銀
十
品

位
と
の
結
合
、
尚
ほ
克
に
進
ん
で
は
オ
ラ
ン
ダ
本
閣
の
銀
本
位
を
遁
A
V
-

る
外
閏
各
種
本
位
・
と
の
結
ム
口
を
見
る
に
至

り
、
始
め
て
蘭
偏
東
印
度
に
於
け
る
錦
替
が
園
際
的
関
係
に
於
い
て
安
定
す
る
に
至
つ
に
。

共
後
オ
ラ
ン
ダ
の
金
本
位
採
用
と
共
に
、
蘭
領
来
印
皮
に
於
い
て
も
掠
自
ら
金
錦
替
本
位
、

を
採
用
す
る
に
至
つ
九
。
か
〈
の
ご
と
き
一
聯
の
様
式
の
後
展
過
程
は
世
界
大
戦
前
に
於
け
る
植
民
地
母
聞
聞
の

つ
い
で
は
金
本
位

金
魚
替
本
位
成
立
の
過
程
を
語
る
も
の
と
し
て
、

極
め
て
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

勿
論
こ
の
聞
に
於
い
て
、
母
聞
及
び
植
民
地
聞
の
品
川
替
相
場
の
襲
動
が
安
定
し
、
し
か
も
銀
の
金
に
劃
す
る
下
落
が

植
民
地
の
轍
出
従
つ
て
は
産
業
を
刺
戟
し
、
ム
虫
魚
替
本
位
確
立
に
参
奥
し
た
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
山
。

一ー一
英
領
印
度
に
於
け
る
金
矯
醤
本
位
の
成
立

ひ
と
は
英
領
印
度
に
於
け
る
金
銭
替
本
位
に
闘
す
る
貨
幣
政
策
が
、
銀
本
位
固
に
於
い
て
行
は
れ
た
そ
れ
の
最

横演正金銭:fr調査課:よ掲雷、 pp. 35'-40 UalllOU~!:eot.Perron ， G. et 
Boccon-lTibod， A.: Lesぉy叫em剖 monetairescontempomins， 1932， p. 110 

Jenks， J. '~'.: op. cit. pp. '5'-'5
2. 

I<:ard， G.: Un nOllve出 1 regime monetaire; le Gold Exchange. StandaTd， p. 23 
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初
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。
そ
が
何
'
伊
士
山
品
味
す
る
か
と
い
ふ
黙
に
つ
い
て
の
説
明
は
己
に
之
を
遮
べ
に
。
英
領
印

度
に
於
け
る
金
魚
替
本
位
の
存
在
理
由
は
こ
れ
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。

然
ら
ば
そ
の
英
領
印
度
の
金
銭
替
本
位
は
如
何
に
し
て
成
立
し
た
か
。
以
下
そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
若
干
述

べ
る
で
あ
ら
う
。
ま
づ
最
初
に
銀
本
位
下
に
於
け
る
英
領
印
度
の
貨
幣
枕
態
を
の
ぺ
、
次
に
一
八
九
三
年
六
月
二

十
六
日
の
改
正
に
つ
い
て
論
越
し
、
最
後
に
之
に
よ
っ
て
如
何
に
英
領
印
度
の

y
・7
ピ
イ
貨
が
安
定
し
た
か
を
究

明
す
る
こ
と
〉
す
る
。

、‘，
a

，，，イ
銀
本
位
下
に
於
げ
る
英
筒
印
皮
の
貨
幣
紙
態

i
l
J
般
に
お
一
傾
印
度
に
於
け
る
金
持
川
容
本
位
の
賀
施
は
成

〆
a
，、、

功
と
い
は
れ
.
特
仁
品
目
旧
初
に
於
い
て
は
そ
の
採
用
に
到
す
る
児
一
泡
し
に
困
難
い
か
J

め
っ
た
に
も
拘
ら
十
、
そ
の
目
的

は
よ
く
達
成
さ
れ
だ
と
い
は
れ
る
。
こ
の
勅
に
於
い
て
一
八
九
三
年
の
規
定
は
注
目
を
惹

t
。
蓋
し
己
に
遮
べ
た

、
、
、
.
、
、

る
が
ご
と
く
、
従
来
の
銀
劃
策
は
銀
の
復
債
政
策
で
あ
り
、
ぞ
れ
ら
の
諸
政
策
の
失
敗
が
必
然
的
に
怨
替
安
定
を

主
眼
勅
と
せ
る
英
領
印
度
の
ぞ
れ
の
成
功
と
比
較
論
議
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

元
京
市
英
領
印
度
に
於
け
る
貨
幣
は
、

一
七
五
三
年
イ
ギ

9
ス
の
占
領
営
時
以
来
、
己
に
多
数
に
上
っ
て
ゐ
た
。

た
だ
そ
の
聞
に
於
い
て
一
つ
の
共
通
勤
は
‘
共
の
基
準
に
於
い
て
銀
を
採
用
し
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
英

領
印
度
に
於
け
る
貨
幣
改
革
は
こ
の
基
準
を
無
視
し
て
は
理
解
き
れ
な
い
。

イ
ギ
リ
ノ
ス
が
幾
度
か
企
て
た
と
こ
ろ

を
見
て
色
、
そ
の
間
銀
本
位
を
無
視
し
た
政
策
の
賛
し
た
結
果
は
思
は
し
か
ら
‘
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

か
く
の
ご
と
き
事
情
に
於
い
て
英
領
印
度
貨
幣
法
の
成
立
は
、

一
八
三
五
年
の
銀
本
位
採
用
に
始
ま
る
。

こ
の

世
回
介
大
戦
前
に
於
り
る
英
領
印
度
の
金
魚
替
本
位
に
就
い
て

第
開
放

第
三
十
九
巻

3i 

九

ム
ノ、

Cfr. Algrave， p. :La question m叩 e_:li-re en Extreme-O口entdan!; “Q同 stions
mun岳ta{rescontempor~ine5 1905.: )l1.J"nmme: Le bimetalHsme francais et Ie 
bimetall日 meindien (Extrait du co川1'1巴 rend1J o.e la吋 ancedu 28 maTS 1903 
Academie desぉcienccslllorales et "DムlitiC!12ei; Charmers. R.: A Instory of ~1~~.I' '-".~-..._--， 
Currency in the Br口l日sh co叫loni閏e邑肖， 1903 j Conant， Ch. A.: The Rise 1平直
剖 lv ヒ訂r'906. 工Detie印ux L. q'午u詑e白st:1山【O】川旧n111山1<凶o宜n託(:“号古刊.[凶‘:11町I訂てeen lndoι_Chine， 1907 Icar同0，

13) 



世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
一
会
鴛
替
本
位
に
就
い
て

第
三
+
九
巻

五

O 

第
四
就

六
回

と
き
採
用
3
れ
た
銀
Y
ヲ
ピ
イ
は
、
郎
ち
英
領
印
度
に
於
け
る
本
位
貨
幣
で
あ
る
。
併
し
貫
際
上
に
は
イ
d
T
n
y

ス

政
府
は
金
一

に
劃
し
銀
一
五
・
五
の
比
率
診
以
っ
て
金
の
使
用
を
も
認
め
た
。
こ
の
駅
認
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
決

し
て
英
領
叩
度
の
士
人
の
た
め
で
は
な
〈
.
主
と
し
て
英
領
印
度
に
来
住
せ
る
商
人
、
官
吏
そ
の
他
の
人
十
の
た

め
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
金
銀
比
債
の
問
題
を
提
供
し
た
。

こ
の
金
銀
比
伎
の
襲
動
上
最
も
注
意
す
べ
き
現
象
は
十
九
世
配
の
中
頃
に
現
は
れ
大
。
剖
も
こ
の
ど
き
-
に
於
け

4
9

銀
の
勝
貨
は
、
令
銀
の
比
倒
を
し
℃
、
従
来
の
一
明
一
五
・
五

'
r
J吋

4

五
と
す
る
に
市
一
h
'
J
」
の
事
情
は
北
米

合
衆
闘
を
し
て
金
買
銀
買
の
投
機
政
策
を
採
ら
し
め
る
に
至
っ
た
叫
英
領
印
度
政
府
は
こ
れ
に
よ
り
英
領
印
度
に

一
八
五
二
年
途
に
法
律
令
一
定
め
て
余
に
よ
る
あ
ら
ゆ
各
支
掛

於
け
る
金
の
流
入
、
銀
の
流
出
を
緩
和
す
る
た
め
、

を
禁
じ
た
。

そ
し
て
僅
か
に
一
八
六
三
年
に
至
h
ノ、

母
岡
イ
ギ

y
ス
と
の
関
係
営
融
和
す
る
た
め
、
始
め
て
必
然

と
ソ
ヴ
η
ノ
ン
及
び
宇
y
げ
リ
ン
の
流
通
を
認
め
る
に
至
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
英
筒
印
度
政
府
を
し
て
複
本
位
採
用

を
真
面
目
に
考
慮
せ
し
め
る
に
至
h
ノ、

こ
れ
一
か
た
め
、

一
八
六
七
年
に
は
謂
は
ゆ
る
マ
シ
ス
ア
ィ

y
r委
員
舎
が

任
ゆ
さ
れ
た
。
併
し
や
が
て
一
八
六
七
年
一
八
七
三
年
間
に
惹
き
起
さ
れ
た
銀
の
激
落
は
何
等
の
結
呆
を
も
青

さ
十
に
終
っ
た
。

こ
の
銀
の
下
落
は
他
方
に
於
い
て
、

一
八
七
一
年
後
の
ド
イ
夕
、

J

ア
ン
マ
ア
ク
、

共
他
の
金
本
位
諸
闘
の
出
現

と
共
に
盆
E
銀
本
位
闘
に
と
っ
で
不
利
と
な
っ
た
が
、
殊
戸
内
一
八
七
四
年
-
フ
ア
シ
同
盟
諸
園
の
銀
貨
の
自
由
鋳
造

停
止
が
決
定
さ
れ
る
に
及
ん
で
最
も
著
し
い
打
撃
を
輿
へ
九
。

こ
の
事
情
は
従
来
貨
幣
本
位
に
関
す
る
世
界
圃
を

G.: Un nouveau regime moneta:iγe， le Gold Exdlange Standard; Jenl，日， J. 
w.: Rep唱rt on certain economic questions in the English and Dutch 
colonies; Arnold， A.: Das Indu:.chc Geldwes四日目t. 1893-; Keynes: lndian 
Cun-ency and Finance， 1913，; Bu訪日 IGold deiris，enwahrung， 1932; Domany ; 
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ぱ
謂
は
ゆ
る
金
本
位
問
、
金
銀
複
本
位
岡
、
銀
本
位
間
並
に
紙
幣
本
位
闘
の
四
分
類
か
ら
、
謂
は
ゆ
る
金
本
位
園
、

金
銭
政
行
本
位
閥
、
銀
本
位
園
、
紙
幣
本
位
闘
の
四
分
類
に
塗
り
か
へ
き
せ
、
し
か
も
銀
本
位
園
及
び
紙
幣
本
位

闘
を
し
で
そ
の
針
外
貨
幣
債
値
の
安
定
手
段
を
失
ふ
に
至
ら
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
銀
本
位
に
よ
れ
る
英
領
印
度

炉
、
営
時
何
等
か
の
方
法
に
よ
り
此
の
事
情
に
順
腰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
極
め
て
明
か
で
め
る
。

更
に
一
方
に
於
い
て
英
領
印
度
に
は
謂
は
ゆ
る

Z
O
E
巾
口
HRmm
と
よ
ば
れ
る
負
措
(
其
の
績
大
約
一
七
古
蔦
ポ
y

ど
が

あ
り
、
そ
の
銀
下
落
に
よ
る
影
響
は
著
し
く
兆
筒
印
度
政
府
へ
の
章
一
暦
を
増
大

3
ぜ
て
ゐ
だ
か
ら
で
あ
る
。

の
み

な
ら
4
y
.

こ
の
事
情
は
個
人
に
と
っ
て
も
、
例
へ
ば
官
吏
・
同
人
の
ご
と
き
、
母
鴎
に
劃
す
ろ
迭
会
を
必
要
と
す
る

ち
(1) 

1;1:. 
牛

r，，'] 
;Lii 
の
I孟J

f密
主?
県1.

此
間
に
あ
っ
て
政
府
は
、

古
E

…
丸
に
慨
し

4

定
乃
旧
本
置
か
，
張
、

4¥B1r
フ

CL7-

d
l
l
jー

;
J
(イ
ニ
二
割

J
J
d
l
ず

一

:

が
懸
念
策
を
講
じ
て
ゐ
た
が
.

一
八
八
七
年
に
至
り
途
に
貨
幣
改
革
佐
要
求
す
る
の
持
が
特
に
高
ま
り
来
り
、
此

等
の
事
情
は
一
八
九
三
年
の
貨
幣
改
革
を
生
ぜ
し
め
る
に
至
つ
わ
い
。

作
一
八
九
三
年
の
貨
幣
改
革

l
l英
領
印
度
の
貨
幣
制
度
は
か
く
し
て
修
正
き
れ
、
ぎ
る
を
得

F
る
に
至
っ

た
。
こ
の
貼
に
劃
す
る
英
領
印
度
政
府
の
意
闘
は
極
め
て
強
固
な
る
も
の
が
め
っ
た
。
た
だ
英
領
印
度
政
府
は
慎

重
に
こ
れ
が
解
決
を
考
慮
し
て
ゐ
た
た
め
に
、
改
革
は
極
め
て
控
目
に
展
開
き
れ
、
特
に
北
米
合
衆
闘
に
卦
し
て

は
極
力
そ
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
が
隠
蔽
さ
れ
て
ゐ
た
。

シ
ャ
ア
マ
ン
保
倒
、

プ
ラ
ツ
セ

Y
合
議
、
共
他
北
米
合
衆

闘
の
策
動
は
、
勿
論
英
領
印
度
の
貨
幣
改
革
の
買
唄
を
し
て
多
少
遅
か
ら
し
め
に
も
の
で
は
あ
る
が
、
究
極
に
於

い
て
逝
に
こ
れ
を
防
ぎ
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
魚
替
木
位
に
就
い
ず

第
三
十
九
巻

.h 

第
四
時
瑞

六
五

~ha~ji ， B. E.: History of Indian Cllrrency and Exch::mge， 1928. 
Det出i.lx:La question monetaire en [ndo-Chi:ne 224. (Icard ~ Op. cit. p. 26.) 
Icard: op. cit. p. 26. 

白由主事迭の騒止が銀下落の唯一の原悶ではな L、。 向、此の駐に就いては、
Nogaro: Iん xドeriencebimetalli!:ite du. XJX siede， (Re'V出 d'economiepolitique 
'908， p. 653 参!l官。
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世
田
介
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
鍔
替
木
位
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

第
四
就

山

ノ、

ム
/、

五
二
二

か
〈
て
こ
の
貨
幣
改
革
は
一
八
九
二
年
十
月
二
十
一
日
、
シ
L

U

Y

卿
司
令
の
下
に
討
議
さ
れ
る
に
至
つ

九
。
間
報
告
は
、
翌
年
五
月
二
十
一
日
に
殺
表

S
れ
、
同
時
に
印
度
に
通
告
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
は
U
Y

ク
ピ
イ
を

J 、

ア

し
て
鋭
よ
り
樹
立
せ
し
め
、
し
か
も
こ
れ
に
素
材
よ
り
大
な
る
債
値
を
典
へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
年
六
月

二
十
六
日
の
怯
律
は
買
に
こ
の
定
岡
仁
基
い

τ作
成
さ
れ
七
。

こ
の
改
前
十
は
そ
の
造
幣
局
を
ぱ
個
人
に
劃
し
て
閉
鎖
し
、

一
Y
ウ
J

ピ
イ
含
ぱ
一
六
ペ
ン
ス
の
比
率
に
於
い
て

y

i

目、"ニ
W

H

F

、，，
-
v

いい、，、，

ウ
ピ
イ
f
k
引にど

J543ん
せ

l
J
hノ

y
a
l
一

j

l

i

l

-

-

，
B

-

一

可一に
hy

リ
ン
グ
と
P

ン
ナ
へ
十
六
分
の
一
ル
ウ
ピ
イ
)
と
の
北
蔀
ぞ
も
ん
京
蛇
せ
し

め
ん
と
し
た
。
し
か
し
て
そ
は
如
何
な
る
結
果
を
粛
し
た
か
。

先
づ
第
一
に
め
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
銀
の
著
し
い
下
落
を
惹
起
し
た
こ
と
で
あ
る
。
却
ち
前
年
に
於
い

て
最
高
標
準
銀
一
オ
Y

ス
四
三
ペ
ン
ス
四
分
の
三
を
示
し
て
ゐ
に
も
の
が
、
同
年
允
於
い
て
僅
か
に
一
三
ハ
ペ
シ
ペ

十
六
分
の
九
を
一
不
す
に
す
ぎ
や
、
下
落
は
其
後
も
激
し
く
、

一
八
九
四
年
に
は
二
九
ペ
ン
ス
十
六
分
の
十
五
の
甚

だ
し
き
低
位
に
山
達
し
た
。

更
に
第
二
に
は
、
印
度
造
幣
局
の
閉
鎖
に
よ
る
銀
相
場
と
Y
ク
ピ
イ
相
場
と
の
一
帯
離
で
あ
る
。
卸
ち
外
岡
債
務

者
は
、
そ
の
債
務
文
捕
の
た
め
に
は
市
場
に
封
し
銀
の
買
入
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、

こ
の
法
律
に
よ

っ
て
之
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
従
っ
て

Y
ク
ピ
イ
を
買
ふ
に
は
先
づ
ポ
ン
ド
を
謹
り
、
そ
の
ポ
ン
ド

に
劃
し
一
ポ
ン
ド
一
五
Y
ヲ
ピ
イ
即
ち
一

Y
ヲ
ピ
イ
一
六
ペ
シ
ス
の
怨
替
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

か
く
て
事
貫
こ
の
法
律
の
賃
施
後
に
於
け
る
魚
替
を
見
る
と
き
は
、

一一
Y
ク
ピ
イ
一
六
ベ
シ
ス
の
比
率
は
維
持

Cfr. Report of the Commission appointed to inquire in the Indian Currency 
，893・(He目 chellCon1mIttee's Report) 
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き
れ
な
か
っ
に
。

こ
れ
に
よ
っ
て
印
度
政
府
は
Y
ク
ピ
イ
斜
替
な
一
五
べ

ν
ス
三
十
二
分
の
入
ま
で
下
落
さ
せ

亡
。
従
っ
て
改
革
の
営
初
に
は
、
そ
の
直
接
目
的
た
る
矯
替
安
定
は
途
に
遺
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。

ト
貨
幣
改
草
に
よ
る
魚
替
安
定
ー
ー
か
く
の
ご
と
〈
』
ア
シ
ェ

Y
委
員
舎
の
意
見
は
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
だ
け
れ
ど
も
、
之
に
よ
る
魚
替
安
定
の
目
的
は
直
に
且
つ
充
分
に
遣
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
居
跡
替
は
其

後
一
八
九
五
年
に
至
hJ
漸
く
回
復
し
始
め
、

一
八
九
五

l
一
八
九
六
年
に
於
い
て
一

Y
ヲ
ピ
イ
一
一
一
一
ペ
ン
ス
六
三

戸、、

一
八
九
七
年
に
於
い
て
一
四
ペ
シ
ス
四
五
一
、
漸
〈
一
八
九
九
年
に
一
六
ペ
ン
ス
ぞ
示
す
仁
王
っ
た
。

4
1
ノ岡村リ叩叫牛、、副

E

、

;ハ
ν
闘ド

i
宕

L
寸、

一
八
九
七
年
、

北
米
合
衆
国
は
銀
の
自
由
鋳
造
再
聞
を
目
的
と
す
る
提
案
を
し
て
古
川
だ
が
、

英
領
印
度
政
府
は
之
佐
拒
絶
し
た
o

た
一
八
九
六
年
一
八
九
八
年
に
一
日
一
る
印
皮
の
憐
儲
及
び
通
貨
の
不
足
は
、

政
府
一
い
し
て
金
七
申
五
位
一
一
四
グ
レ
品
ン
ド
上

3

Y
ウ
ピ
イ
に
剖
し

n

問
ジ
リ
ン
グ
凶
ペ
ン
丸
一
の
訓
令
?
以
つ
w
L
紙

倣

m'e議
行
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
行
は
ま
づ
最
初
は
六
ヶ
月
、
次
に
二
ヶ
年
に
亘
っ
て
行
は
れ
た
。

英
領
印
度
政
府
は
こ
の
魚
替
の
卒
債
復
障
を
永
績
さ
ぜ
る
た
め
、
印
度
通
貨
よ
り
銀
Y
ク
ピ
イ
を
引
上
げ
、
こ

れ
を
ば
金
を
以
っ
て
代
位
せ
し
め
ん
と
し
た
。
こ
れ
は
一
方
に
於
い
て
一
八
九
二
年
、

オ
オ

λ

ト
廿
ノ
ヤ
が
掠
周
せ

る
3

と
こ
ろ
で
あ
る
と
共
に
、
克
に
一
八
九
七
年
日
本
及
び
ロ
ジ
ヤ
が
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
し
営
時
の
英
領

印
度
に
は
金
準
備
資
金
が
な
か
っ
七
の
で

1

、
ぞ
の
貰
現
に
は
細
心
な
る
計
重
を
要
し
た
。
是
に
於
い
て
英
領
印
度

政
府
が
採
用
し
た
政
策
は
、

イ
ギ

9
ス
本
闘
に
針
し
、

ロ
ン
ド
シ
抑
借
入
金
設
定
の
樺
能
を
認
め
し
め
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
併
し
イ
ギ
リ
ノ
ス
本
因
は
之
を
好
ま
な
か
っ
た
の
で
、

一
八
九
八
年
八
月
二
十
九
日
途
に
プ
ア
ク
ラ
ア
委

世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
属
坤
替
木
位
に
就
レ
て

第
三
十
丸
谷

:Ji 

第
四
披

ノ、

七

Conant: The Gold Exchnnge 日tandn虻 in t l-u~ light cf experience (the 
Eccnomic Journall， June， 190ヲ， p. J951) 
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世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
傍
替
本
位
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

五
二
四

第
四
時
抗

六
人

貝
Lo.，. 
世

を~ 19) 

下2

;/ 

ン

聞
き『
」

こ
の
問
題
を
討
議
せ
し
め
七
。
そ
の
結
果
同
委
員
舎
は
英
領
印
度
政
府
の
提
議
を
認

め
示
、
印
度
向
魚
替
の
騰
貴
は
印
度
通
貨
の
不
足
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
ぞ
通
告
し
た
。

こ
れ
と
共
に
英
領
印
度
に
於
け
る
金
の
所
有
高
は
次
第
に
増
加
し
、
そ
の
臨
時
行
準
備
は
一
八
九
八
年
三
月
末
に

一
七

O
、
-一、
1

ノ。、〆
f

、

二
/
f
こ・
I
Z
-
-

一
八
九
九
年
三
月
末
に
二
、

O
三
五
、
四
四
八
・
ポ
ン
ド
、

一
九

0
0年
一
一
一
月
末
に
ど
、
七

九
六
、

O
一
九
・
ポ
ン
ド
を
一
一
小
し
た
。
政
府
は
こ
の
金
を
以
っ
て
銀
Y
ウ
ピ
イ
に
代
へ
て
流
遁
せ
し
め
ん
と
し
た
が
、

此
度
は
土
人
の
反
劃
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
ぞ
は
又
先
に
示
し
だ
印
度
政
府
の
提
案
に
劃
す
る
反
割
で
も
あ
る
。

か
く
の
ご
3

と
き
事
情
に
於
い
て
、

Y
ウ
ノ
ピ
イ
銀
貨
を
ぱ
流
通
よ
り
引
上
げ
ん
と
す
る
考
は
、
む
し
ろ
反
針
に
そ
の

鋳
造
再
開
y
y
」
な
ら

F
る
を
待
な
く
な
り
、
政
府
は
毎
年
約
一

O
八
二
百
高
ル
ウ
ピ
イ
を
流
通
に
附
す
る
に
至
つ
に
。

し
か
も
こ
れ
に
よ
っ
て
一

Y
ク
ピ
イ
一
六
ペ
ン
ス
の
公
定
比
率
に
は
何
等
著
し
い
妨
害
は
加
へ
ら
れ
な
か
っ
た
。

か
く
の
ご
と
き
事
情
に
於
い
て
英
領
印
度
に
於
け
る
魚
替
安
定
の
目
的
は
始
め
て
遠
せ
ら
れ
る
に
至
つ
に
。

之
を
要
す
る
に
、
英
領
印
度
に
於
げ
る
魚
替
安
定
は
、

一
八
九
三
年
の
』
ア
シ
ェ

Y
委
員
舎
に
於
い
て
許
萱
き

一
八
九
九
年
の
フ
ア
ク
ラ
ア
委
員
舎
に
於
い
て
完
成
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
魚
替
安
定
は
英
領
印
度
に
於

げ
る
金
の
流
通
に
よ
っ
て
支
持
き
れ
る
も
の
で
は
な
〈
、
印
度
内
に
は
銀
Y
ウ
ノ
ピ
イ
を
流
通
せ
し
め
、
金
に
費
す

れる
問
題
は
金
銀
比
債
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
ぞ
達
成
し
た
。

共
後
一
九

0
0年
以
後
に
於
い
て
、
謂
は
ゆ
る
の
D
E
m
g丘
R
与
河
町
田
町
三
円
(
略
し
て
G
・
S
-
R
・
以
下
之
に
準
十
)

が
設
定
さ
れ
、
之
に
よ
っ
て
魚
替
の
維
持
が
園
ら
れ
た
。

こ
の
基
金
は
一
九

O
六
年
に
至
る
ま
で
連
績
的
に
増
加

Cfr. Report of the commission appointed tn inqujr，~】口 the 1 nd ian Cl.1rrency， 
London， 1898-18ヲ9.(Fowler Cmllmiueeら Repori)
賞際は此の FowlerCommitteeの報告に基き 1899年の Indi:mcoim~ge and 
paper cuπency act は規定された。
Harris: l¥tlonetary Prol)lems of the British Empire， :~p. 41.4---418; Icard: op. 
cit. pp. 39-42. 
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つ恥、
E
2
a

し
た
が
、

そ
の
金
額
は
次
表
の
ご
左
く
で
め
る
。

第
一
表

一九
O

一年
l

一九
O
六
年
u
・行
-
k
・
金
額
(
車
位
ポ
ン
ド
)

一九
C
O
l
-
-九
O
一

三
、
o
=
二
、
0
0
0

一九
O
一一一!一九
O
四

六
、
四
五
回
、
0
0
0

一九
O
一ー
i
一九
O

=一、三玉問、
0
0
0

一九
O
四
l
一九
O
五

八
、
四
七
八
、
0
0
0

一
九
O
ニ
!
一
九
O
一
一
一

i¥. 

一・
0
九
O

一九
O
五
1

一九
O
六

一
二
二
一
六
二
、
士
0
0

こ
の
G
・S
-
R
・
は
一
流
有
償
謹
券
例
へ
ば
政
府
に
よ
っ
て
保
誼
さ
れ
七
謹
雰
、

大
蔵
省
誼
券
、
戦
争
公
債
の
ご

と
き
も
の
に
投
資
3
れ
に
。

一
九

O
一
二
年
に
於
け
る
残
煩
は
そ
の
金
額
六
、
四
五
四
、

0
0
0
・
ポ
ン
ド
中
僅
か
に

コ
五
四
、

0
0
0
・
ポ
ン
ド
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

，凶=円
J

!ベ:
i
k、f

》

F

イ4Ik
、
G
一」h

l

l

，hh'斗'ハ心
ω'!tし4

』、叫白
ι
ι
'
t
1
-
J
=
t

し

(

J

H

ご
の

G
・
S
-
R
，
，
日
開
を
以
っ
て
し
で
は
決
し
て
永
痕
的
な
潟

替
維
持
の
目
的
は
達
成
さ
れ
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
こ
の
G
・S
-
R
・
が
如
何
に
竪
貸
で
あ
っ

て
も
、

そ
の
怨
替
維
持
目
的
達
成
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

の
=
『
『
ロ
ロ
円
可
河
内
田
21戸、印

G
・S
・H
A

・
と
共
に
注
目
す
べ
き
も
の
仁

が
あ
る
。
そ
は
英
領
印
度
に
於
け
る
遁

}
u

白
℃
内
『

貨
獲
行
準
備
に
あ
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

一
八
九
八
年
に
始
め
て
設
定

3
れ
て
以
来
ゑ
替
機
構
に
於
い
て
極

め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
が
、

設
さ
れ
、

P
H
B『

此
黙
は
共
後
ロ
ン
ド
ン
に
於
い
て

い
か
二
分
す
る
に
至
っ
て
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

(い巴弓巾口円一て

(
リ
帝
国
内
，
か
創

日

ιι
町
内
『

の己『『巾口円可

閉
山

2
2
5

の

E
勺内『
(
U
Z

『
『
内
口
円
可
内
一
見
込
は
一
九

O
五
年
の
紙
幣
候
例
に
於
い
て
認
め
ら
れ
た
色
の
で
め
る
が
、
ぞ
の
主
要
な

世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
舟
替
本
位
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

第四時抗

五
二
五

六
九

op. Clt. p. 

ヲ'

'--

Detunx: La question mcnetaire引 lIndo-Ch叩町 p.7-46 (Icard: 
39) 
Harris: op. cit. P・414-418;IcaTd: np. cit. pp. 39-4". 23) 



世
芥
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
僑
替
木
位
に
就
い
て

役
割
は
、
金
を
用
ふ
る
こ
と
な
く
し
て

第
三
十
九
谷

五
二
六

第
凶
放

七
O

戸
市
/
ピ
イ
一
六
ぺ
ン
久
の
魚
替
比
率
を
維
持
す
る
に
あ
る
。

1 11/32 518 14 15 31/32 "1892-93 

2 15/日29/16 J 132 13 16 1893-94 

1/2 ] 3 29/32 12 13;32 工894-υ5

1/4 1 3/32 13 271日213 1895-96 

113'2 2 1邑 27/3213 13/16 1896-97 

一
A
九

三

年

一

九

O
八
年
印
度
省
設
券
年
平
均
額
(
単
位
ポ
ン
ト
〉

一
八
九
一
一
一

l

一

八

九

九

一

じ

、

N
コ一問、

0
0
0

一
八
九
九
ー
l
一
九

0
0

一
七
、
七
五

O
、
0
0
0

る
に
至
り
、

一
九

O
O
年
以
後
は
印
度
省
誼
券
も
次
第
に
増
加
し
、

L

J
、ノ

-

L
、J
t

4
j
f
L
d〔
t
l
一
ザ
ノ
f
L
Z
/

一
九

O
七

l
一
九

O
入

こ
れ
ら
の
手
段
に
よ
っ
て
英
領
印
度
並
に
イ
ギ
η
ノ
ス
本
因
と
の
聞
に
は
通
貨
の
移
動
は
最
少
限
度
に
減
ぜ
ら
れ

印
度
の
針
英
魚
替
は
、

九
O
六
年
に
豆
り
、

之
と
共
に
印
度
へ
の
金
の
流
出
も
誠
子
る
に

今
一
八
九
三
年
よ
h
ノ
一
九

O
八
年
に
至
る
印
度
省
誼
歩
の
年
平
均
を
翠
げ
る
と
左
九
の
遁
h
J
で
あ
る
。

ー-ノ、、、
五七
-t: :!i 
六 ο、、
o 0 
o 0 
o D 

か
〈
の
ご
と
き
事
情
に
於
い
て
そ
の
安
定
目
的
を
山
達
成
し
た
。
今
一
八
九
三
年
よ
り
一

印
度
省
誼
雰
の
最
高
最
低
及
び
そ
の
差
を
あ
げ
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

差

印度省詮券債格

最低最高

至
う
に
。

第
二
夫

第三表

年

1 13/32 1/16 17 15/32 16 188U-目。

a 31/32 

5/8 2 

20 291:12 16 15/16 

1/16 J 7 11/16 15 

1890-91 

]891-92 

1 21/32 14 15/32 ]/8 16 1897-98 

1/12 1 3/12 5/32 15 16 1898-99 

7/16 16 15/16 3/8 16 1899-00 

1/4 5;32 15 29/32 16 1900-01 

7/32 15 29/32 1/8 16 1901-02 

7/32 15 29;32 1/8 16 1903 

6/32 5/32 15 31/32 16 1904 

自/3215 31/32 

3/16 15 15/16 

1/8 16 

16 

1905 

ユ906

。p.cit. p. 42. 
op. cit. p. 42. 

Icard ， 
IC:ll"d: 

24) 
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以
上
は
英
領
印
度
に
於
け
る
貨
幣
改
革
過
程
の
大
要
で
あ
る
。
線
じ
て
い
へ
ば
、
ぞ
の
結
果
は
最
初
に
現
測
さ

れ
た
悲
観
に
も
拘
ら
中
、
儲
又
そ
の
劃
策
の
極
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
や
、
そ
の
結
果
に
於
げ
る
成
功

は
著
し
い

J

も
の
で
あ
っ
た
。
大
躍
に
於
い
て
直
接
に
は
銀
の
自
由
鐸
遣
を
禁
じ
、
そ
の
貨
常
債
値
を
索
材
債
値
よ

り
も
優
位
に
於
い
て
保
聾
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
貨
幣
改
草
成
功
の
直
接
原
因
は
造
幣
局
の
閉
鎖
で
あ
る
と
い
へ

る
か
色
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
成
功
を
決
定
的
な
ら
し
め
た
も
の
は
買
は
良
好
な
る
バ
一
プ
ン
ス
で
め
る
。
そ
の

他
の
要
素
の
参
加
炉
勿
論
な
い
と
は
い
へ
な
い
が
、

バ
ラ
ン
ス
計
九
伸
一
巾
に
優
位
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
の
問
題
の
窮
極

の
原
因
で
あ
る
。
宜
際
上
に
於
い
て
も
今
一
八
五

h

一
年
か
ら
一
八
九
六
年
に
一
日
一
る
聞
に
J

の
っ
て
、
轍
入
は
年
平
均

へ
の
-
一
ょ
っ
一
一
一
、

O
六
円
一
ポ
ン
ド
、
輪
山
山
は
一
、

0
0
九
、
七
九
レ
九
六
五

0
ポ
ン
ド
で
あ
っ
仁
炉
、
一
九

O
O午
後

は
次
表
の
ご
と
く
、
輸
出
は
常
に
盆
1
輪
入
に
超
過
す
石
に
至
っ
て
ゐ
る
。

英
領
印
度
の
野
外
貿
易
綴
(
単
位
百
寓
ル
ウ
ピ
イ
』

第
四
表

年

輸

年

輸

出

入

輸

入

輸

出

一九
0
0

一九
O
一

一九
O
二

一九
O
三

一九
O
四

一九
O
五

一九
O
六

一九
O
七

一九
O
八

一九
O
九

一九一

o

一
二
ハ
八
一
・
犬

一
、
八
二
六
・
三

一
、
八
二
八
・
O

一
、
五
八
九
・
八

一
、
九
四
了
一

九
一
六
・
七

九
二
七
・
四

一、
O

一一・七

一、
O
四
0
・四

一
二
六
七
・
六

一
、
二
九
七
・
一

一
二
六
九
・
九

一
、
一
四
ヘ
二
ニ

て
三
二
九
・
二

一
、
三
七
六
・
二

一
二
ハ
一
一
・
一

一、六一九凶・八

一、二四
0
・0

一
、
三
五
五
・
一

一
、
六
二
七
・
一

一、四=一九・
O

一
、
五
四
四
・
九

(三)

要
言
1
1
l
以
上
之
を
要
す
る
に
、
英
領
印
度
の
ご
と
き
余
震
替
本
位
の
成
立
に
は
三
つ
の
要
素
が
考
へ
ら

世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
魚
替
本
位
に
就
い
て

第
四
波

七

第
三
十
九
巻

五
二
七

Cfr. Heyn， Otlo，: Arbeilerverha1tnis:日e:!n d叩 englischenund hollãndi~chen 
Kolonien Ostasien (J ahrbucher fuer N ationaloekonomie 190-1-S. 676-679・)
Economiste Europeen， NO. 1025. P 宮64
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世
芥
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
鴛
替
本
位
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

第
四
披

五
一
一
八

七

れ
る
。第

一
に
は
即
時
本
位
の
ご
と
き
統
一
貨
幣
単
位
を
有
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
英
片
岡
印
度
も
そ
の
最
初
に

あ
た
っ
て
は
岡
内
に
於
け
る
貨
幣
制
度
は
数
十
に
一
旦
り
、
貨
幣
制
度
は
そ
の
闘
の
教
だ
け
め
る
と
き
へ
い
は
れ
に
υ

然
る
に
色
拘
ら
?
、
そ
の
聞
に
於
い
て
よ
く
金
為
替
本
位
を
完
成
せ
し
め
た
こ
と
は
、
銀
本
位
を
通
じ
て
共
通
性

を
筋求
二二 め
に得
方守 r:: 
irr カ、
るら
中寺 で
判ミ あ

はり9'，る、。

英
間
印
皮
が
一
方
に
於
い
て
銀
の
大
需
要
者
で
J
A

山
手
け
れ
ど
も

b

Fh
こ
・
丸
一
三

J

号
、

1
ぷ
，

M
L引
っ
ノ
l

‘f
h
ω
L

で
か
な
り
大
量
の
金
生
産
者
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
魚
替
の
安
定
に
劃
し
て
有
力
な
る
作
用

を
有
つ
-
も
の
で
あ
り
、
封
外
バ
-7

ン
ス
に
於
け
る
ク
レ
デ
ザ
ト
の
上
に
重
要
な
る
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
4
9
0

最
後
に
第
三
に
は
、
英
領
印
度
の
封
イ
ギ
リ
ノ
ス
バ
-
フ
ン
ス
が
常
に
輸
出
超
過
に
枠
泣
く
貸
方
勘
定
で
め
っ
た
と
い

メ
タ
ン
λ

改
善
方
策
と
し
て
の
借
入
金
政
策
は
、
そ
れ
白
樺
全
然

無
力
で
あ
る
と
は
い
ひ
梓
な
い
け
れ

E-也
、
そ
の
潟
替
安
定
の
目
的
を
建
す
与
に
つ
い
て
は
一
定
の
限
界
を
超
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
金
魚
替
本
位
闘
に
於
け
る
潟
替
安
定
を
し
て
窮
極
決
定
的
た
ら
し
め
石
も
の
は
、
宜
に
封

ふ
こ
と
で
あ
る
。
巳
に
の
べ
た
る
が
ご
と
〈
、

外
バ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
貸
方
勘
定
の
性
質
如
何
に
か
か
る
。
英
領
印
度
が
た
と
ひ
そ
の
貨
幣
改
草
に
於
け
る
針
策

に
於
い
て
極
め
で
控
目
な
も
の
が
あ
っ
た
と
は
い
ふ
け
れ
ど
も
、
そ
の
貨
幣
改
革
を
し
て
日
本
、

官
シ
ヤ
の
ご
と

き
珠
備
的
準
備
な
く
し
て
尚
ほ
能
く
そ
の
目
的
を
十
分
に
達
し
得
た
所
以
は
、
そ
の
針
母
国
バ
一
プ
ン
ス
の
優
位
に

よ
る
色
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
を
要
し
な
い
。

Conant: op. cit. p・ 200，; Icard: Op田 cit.p. 29 
lcard: op. cit. p. 29 
Icaτd: op. cic. p. 29，; Conant: op. cit. p. 197 
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か
く
て
此
の
制
度
は
世
界
大
戦
前
ま
で
糠
績
し
た
。
し
か
し
共
同
に
於
い
て
、
母
園
中
心
主
義
に
決
定
さ
れ
に

こ
の
金
魚
替
本
位
は
英
領
印
度
側
の
反
劃
を
受
け
ゴ
る
を
得
?
、
か
〈
て
こ
れ
が
修
正
の
た
め
一
九
一
三
年
チ
ェ

ン
バ
ア
レ
ン
委
員
舎
が
組
織
さ
れ
た
が
、
共
の
結
果
を
見
る
こ
と
な
〈
し
て
世
界
大
戦
に
参
加
す
る
に
至
っ
た
。

四

結

言

以
上
之
を
要
す
る
に
、

一
八
九
コ
一
年
に
始
ま
っ
て
一
八
九
九
年
に
共
の
特
別
な
る
意
義
争
以
っ
て
完
成
さ
れ
た

英
領
印
皮
の
貨
幣
改
草
は
、
よ
く
魚
格
安
定
伝
目
棋
と
し
、
そ
の
建
威
に
新
傾
向
を
示
し
、
そ
れ
ま
で
の
蹴
米
各

岡
銀
，
劃
策
の
失
敗
に
一
大
一
市
暁
を
資
し
た
。

同
改
革
に
於
い
て
は
.
如
何
な
る
金
属
の
自
由
鋳
迭
も
認
め
ら
れ
守
、
し
か
も
金
は
政
府
の
黙
認
に
よ
っ
て
貨

幣
本
位
た
る
の
あ
ら
ゆ
る
長
所
を
資
し
た
。
銀
の
流
通
は
金
と
の
比
債
に
於
い
て
維
持
さ
れ
、
し
か
色
フ
ァ
ン
同

盟
諸
閣
の
ご
正
く
銀
の
鋳
遣
は
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
姑
に
於
い
て
こ
の
英
領
印
度
の
制
度
は
一
の
金
魚
替

本
位
で
あ
る
。
こ
こ
に
や
が
て
金
魚
替
本
伎
と
し
て
北
米
合
衆
聞
に
認
め
ら
れ
、

れ
た
志
の
と
の
共
通
勤
が
め
る
。

今
雨
者
営
比
較
す
る
に
、
そ
の
貨
幣
改
草
に
於
け
る
特
徴
は
共
に
、
劃
内
流
通
は
銀
で
あ
ち
な
が
ら
、
債
格
の

ア
イ
η
ノ
ッ
ピ
ン
共
他
に
採
用
さ

標
準
は
金
で
あ
る
。
唯
フ
イ

y
ッ
ピ
ン
共
他
に
於
い
て
採
用
さ
れ
た
も
の
に
於
い
て
は
魚
替
責
買
を
取
扱
ふ
魚
替

局
又
は
品
川
換
金
庫
が
個
人
の
た
め
に
解
放
ぎ
れ
て
ゐ
る
に
封
し
、

英
領
印
度
に
於
い
て
は
之
に
該
賞
す
る

。c一己

世
芥
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
魚
替
本
位
に
就
い
て

第
四
披

七

第
三
十
九
巻

五

九

31) 尤も殿密に云って爾者の異るは勿論でみる、止の駄につL、では Conant:op. 
cit. p.工90，参照。



世
田
介
大
戦
前
に
於
げ
る
英
領
印
度
の
金
魚
替
本
位
に
就
い
て

五
三

O

第
四
時
抗

第
三
十
九
谷

七
四

2
2
E
E
]
N
2
2
4巾
及
び
可
弔
問
『
(
U

正
月
号
可

h
Z与
な
る
機
闘
は
、

何
れ
も
政
府
の
管
理
す
る
ー
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、
個
人
に
は
解
放
会
れ
て
ゐ
な
い
。
従
っ
て
前
者
に
於
い
て
、
ゑ
替
の
襲
動
は
北
米
A
H
衆
園
及
び
そ
の
植
民
地

の
雨
地
の
事
情
に
よ
っ
た
け
れ
ど
も
、
後
者
に
あ
っ
て
は
全
然
イ
ギ
η
ノ
久
本
闘
の
意
闘
に
よ
っ
て
廿
ノ
イ
ド
さ
れ
、

英
館
印
度
の
事
情
は
省
ら
れ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
第
二
義
的
に
取
扱
は
れ
た
に
過
宮
な
い
。
此
結
は
特
に

注
目
ぞ
要
す
る
と
こ
ろ
で
J

の
ら
う
。
リ
ノ
ン
ゼ
千
葉
の
ご
と
き
が
イ
ギ
リ
ス
に
容
れ
ら
れ
や
、
北
米
A
n
衆
闘
案
に
於

庁

〉

-
-
a
4

よ
:
っ
し
v
'
w
E
t
斉
明
也
、
，
v
K
Y
3
ト

日

?

?

ノ

〉

O

L
T
将
;
そ
OF
」
れ
布
、
刀
一
方
に
t
J
7
司
J
M
M
も
A
Z
J
J
F
R
y
d
え
県
勺

J
O
F
n

か
く
の
ご
と
き
相
違
に
色
拘
ら
争
、
英
領
印
度
の
貨
幣
改
革
は
ぞ
の
有
つ
特
性
に
於
い
て
よ
く
銀
封
策
を
解
決

し、

Y
ク
ロ
オ
乏
し
て
、
ボ
ン
ベ
イ
政
府
は
そ
の
慎
重
で
あ
っ
た
に
比
し
て
は
る
か
に
大
な
る
幸
運
に
恵
ま
れ
た

と
い
は
し
め
て
ゐ
る
ο

に
Y
そ
の
改
革
に
於
げ
る
過
程
は
、
印
度
が
英
岡
植
民
地
と
し
て
の
特
性
に
基

t
も
の
で

め
り
、
我
冷
は
そ
こ
に
印
度
の
貨
懲
改
革
は
終
始
そ
の
支
配
者
イ
ギ

y
ス
本
園
の
利
盆
を
基
準
と
し
て
追
求
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
原
則
的
に
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

更
に
叉
金
魚
替
本
位
の
ご
と
き
制
度
も
、
決
し
て
人
間
の
叡
智
が
理
想
的
に
考
へ
出
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、

貨
幣
本
位
が
我
ι
干
の
経
漕
生
活
に
及
ぽ
す
影
響
、
特
に
そ
の
貫
際
上
の
不
利
不
便
が
改
善
さ
れ
控
除
さ
れ
る
段
階

に
於
い
て
、
生
成
し
展
開
す
る
色
の
で
あ
る
こ
と
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
限
り
に
於
い
て
、

か
か
る
金
魚
替
本
位
も
決
し
て
同
一
無
ニ
の
内
容
形
式
を
有
つ
も
の
で
な
く
、
そ
の
適
用
さ
れ
る
極
端
情
自
躍
の
特

性
に
少
か
ら
十
規
定
さ
れ
る
も
の
で
め
る
こ
と
が
理
解
怠
る
べ
き
で
あ
る
。
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